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１．指定管理者制度の趣旨 
指定管理者制度とは、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用することによ

り住民サービスの向上と経費の縮減を目指すもので、地方自治法第 244条の２第３項に

基づき、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者も議会の議決を経

て、「公の施設」の管理を行う指定管理者となることができるもので、本市においては

保育園の設置目的をより効果的かつ効率的に達成し、住民福祉のより一層の向上に資す

ることを目的として平成 21年度から指定管理者制度を導入しています。 

 

≪参考：根拠法令≫ 

＊ 地方自治法第 244条の２第３項 

 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該

普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができ

る。 

 

２．公募の概要 
江南市立古知野西保育園の指定管理者の指定にあたり、江南市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例(平成 17 年条例第２号)の規定に基づき、次のとおり管

理運営を行う事業者（以下「指定管理者」という。）を募集します。 

 

(１)施設名称 

江南市立古知野西保育園 

(２)業務等の内容 

別紙「古知野西保育園指定管理者業務仕様書」（以下、「業務仕様書」という。）を

参照してください。 

(３)指定期間 

令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで（５年間） 

※上記の指定期間は市議会での議決により、正式に定まります。 

※上記の指定期間中における保育状況や経営状況を審査し、適切に保育運営を継続

できると市が判断した場合、令和 10 年度以降の次期指定期間の指定管理者に指

定することがあります。 

(４)引継ぎ期間 

令和４年４月１日から令和５年３月 31日までの期間を引継ぎ期間とします。 

この期間内において、保育業務を円滑に移行するため、現在、古知野西保育園の管

理運営を行っている指定管理者と共同で次の業務を行うものとします。 

① 令和４年 10月１日から令和５年３月 31日までの期間において、保育士（令和５

年４月以降の勤務予定者４名程度）を派遣して合同保育を行うこと。 

② 令和５年２月１日から令和５年３月 31日までの期間において、調理員（令和５

年４月以降の勤務予定者１名）を派遣して合同調理を行うこと。 

③ 業務内容や日程は、市と指定管理者が協議して決定する。 

④ 指定管理者は、保育事務の引継ぎに係る必要書類、各種印刷物の作成などの費用

を負担すること。 

⑤ 市は、合同保育及び合同調理に派遣される保育士及び調理員の人件費に相当する

額を予算の範囲内で負担する。 

(５)指定管理者の募集方法及び選定方式 

事業計画書等の申請に必要な書類（以下、「提案書類」という。）を公募により募集
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し、その内容について審査を行い指定管理者の優先候補者を第１順位から第３順位ま

で選定します。 

 (６)選定委員会の設置 

外部委員等で構成する「江南市立保育園指定管理者選定委員会」（以下、「選定委

員会」という。）を設置し、選定基準等に基づき提案書類等を審査して評定を行い

ます。 

(７)選定結果の通知 

選定結果は、提案書類を提出した応募者に対して書面により郵送にて通知します。 

(８)協定の締結 

指定管理者の選定後、優先候補者と協議を行います。協議が成立した後、議会の

議決を経て、その優先候補者を指定管理者として決定し、協定を締結します。 

(９)第２順位、第３順位の候補者との交渉 

上位の優先候補者との協議が成立しなかった場合は、第２順位、第３順位の優先

候補者と順次協議を行います。 

(10)問い合わせ先 

こども未来部保育課 

〒４８３－８７０１ 愛知県江南市赤童子町大堀９０番地 

電話 ０５８７－５４－１１１１ ＦＡＸ ０５８７－５６－５５１５ 

Ｅメール jido@city.konan.lg.jp 

 

３．施設の概要 
(１)当該施設の設置目的 

江南市立古知野西保育園（以下、「保育園」という。）は、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第３９条の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々

保護者の下から通わせて保育を行うことを目的に設置した施設です。 

(２)施設の概要 

① 所在地   江南市東野町郷前 48番地 

② 敷地面積  ２，８７９．８３㎡ 

③ 設立年月  昭和２９年６月 

④ 建物構造  鉄骨コンクリート造２階建（昭和５８年３月建築） 

⑤ 延床面積  ９４１．３６㎡（１階 639.86㎡、２階 301.50㎡） 

⑥ 施設内容  職員室（46.80㎡）、保育室（45.36㎡×６室）、 

乳児室（66.24㎡）、遊戯室（105.09㎡）、調理室（43.20㎡）、 

屋外遊戯室（638.37㎡）、屋外遊具、水遊び場 

 (３)指定管理者が担う業務の範囲（詳細については、別紙「業務仕様書」を参照） 

① 保育園の運営に関すること 

ア 通常保育 

イ 延長保育 

ウ 障害児保育 

エ 給食及びおやつの提供など 

② 人員の配置等に関すること 

保育園の運営及び施設の管理に必要な人員の配置 

③ 施設の管理に関すること 

ア 施設の清掃、点検及び保守管理 

イ 施設内の整理整頓及び環境美化 

ウ 送迎時の安全管理 
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④ その他必要と認められる業務 

ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

イ 事業報告書及び収支決算書の作成 

ウ 関係機関との連絡調整 

エ 市の実施事業に対する協力業務 

 

４．公募に関する事項 
(１)指定管理者の公募及び選定スケジュール 

スケジュールは次のとおり予定しています。 

① 公募要領の配付 ：令和３年 ８月 16日（月）～10月 15日（金） 

② 公募説明会の開催：令和３年 ９月 10日（金） 

③ 質問書の受付  ：令和３年 ９月 13日（月）～17日（金） 

④ 質問書の回答  ：令和３年 ９月 30日（木） 

⑤ 申請書類の受付 ：令和３年 10月８日（金）～15日（金） 

⑥ ヒアリング   ：10月下旬 

⑦ 保育現場視察  ：11月上旬 

⑧ 審査結果の通知及び第１順位から第３順位までの優先順位の決定 

            ：令和３年 11月中旬 

⑨ 優先候補者との協定結果に向けた細目協定 

            ：令和３年 11月下旬 

⑩ 指定管理者の決定及び協定締結（議会の議決後） 

            ：令和４年４月１日（金） 

 

(２)指定管理者の公募手続き 

① 公募要領配付 

・配付期間：令和３年８月 16日（月）～10月 15日（金） 

・配付場所：江南市役所 １階 こども未来部保育課 

・配付時間：午前９時～午後５時 

      ※土曜、日曜日、祝祭日は配付しません。 

② 公募説明会の開催 

公募に関する説明会を次のとおり開催します。古知野西保育園指定管理者公募説

明会申込書（様式１）に必要事項を記入の上、９月６日（月）午後５時までにＦＡ

Ｘ又はＥメールでお申し込みください。 

（説明会終了後に古知野西保育園の視察を行います。） 

・開催日時：令和３年９月 10日（金） 

・開催場所：江南市役所 

・参加人数：各応募事業者につき２名まで 

※説明会当日は、公募要領等の必要書類を持参してください。 

③ 質問書の受付 

公募に関する質疑を次のとおり受け付けます。 

・受付期間：令和３年９月 13日（月）～17日（金） 

・受付方法：公募要項に関する質問書（様式２）に記入の上、ＦＡＸ又はＥメー

ルで送付してください。 

         （受付期間以外に送付された質問書には回答しません） 

④ 質問書への回答 

質疑に対する回答は、説明会に参加したすべての団体に対して９月 30 日（木）
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にＥメールで回答します。 

なお、この回答に対する質疑は受け付けません。 

⑤ 申請書類の受付 

・受付期間：令和３年 10月８日（金）～15日（金） 

・受付時間：午前９時～午後５時 

・受付方法：こども未来部保育課に持参し提出してください。 

（郵送での応募は受け付けません。） 

⑥ ヒアリング等の実施 

令和３年 10月から 11月に選定委員会を開催し、次のとおりヒアリング及び視察

等を実施した上で優先候補者を決定します。 

・開催日時：令和３年 10月中旬から 11月上旬 

・開催場所：江南市役所及び応募者が運営する保育施設 

※ヒアリング等の実施の方法の詳細については、別途通知します。 

⑦ 審査結果の通知 

審査結果は、すべての応募者に郵送にて通知します。 

（令和３年 11月中旬に発送予定） 

⑧ 優先候補者との協定締結に向けた細目協議 

令和３年 11月中旬から 12月中旬までにかけて、優先候補者と協定の締結に向け

た細目協議を行います。 

⑨ 指定管理者の決定 

議会の議決を経て、令和４年３月下旬に指定管理者を決定します。 

⑩ 指定管理者との協定締結 

指定管理者が決定された後、その指定管理者と協定を締結します。 

 

５．応募に関する事項 
(１)応募の条件 

① 応募資格 

愛知、岐阜、三重、静岡の４県内で現に認可保育所、認定こども園又は幼稚園を

運営している（地方公共団体から運営を委託されている場合も含む）社会福祉法人、

学校法人又はその他の事業者（以下事業者という。）であること（個人及びグルー

プでの応募はできません。）。 

② 応募者の制限 

    応募事業者が次に該当する場合は、応募者となることができません。 

ア 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当する場合 

イ 市から指名停止の措置を受けている場合 

ウ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は、民事再生法(平成 11年法律第 225 

号)の規定による更生手続き又は再生手続が終了していない場合 

エ 過去３年間の法人税、消費税及び地方消費税並びに市税等を滞納している場合 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)に掲 

げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体の場合。また、団体の役員（法

人でない団体の代表者又は管理人を含む。）及び施設に配置する職員が、同法第

２条第６号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者の場合 

カ 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自治法第 92 条の２（議員の

兼業禁止）、第 142 条（長の兼業禁止）、第 166 条（副市長の兼業禁止）、第 180

条の５第６項（委員会の委員及び委員の兼業禁止）の規定に抵触する場合 
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(２)応募書類 

 申請時に、次に掲げる①～⑤までの書類を提出すること。 

① 指定管理者指定申請書 （様式３） 

 申請する公の施設の名称を記載のこと。 

② 事業計画書（様式４） 

事業計画書様式に掲げる各項目について記載するとともに、次のアからナまでの

保育園運営に関する基本的事項について任意様式により提出してください。 

ア 保育園運営にあたっての基本となる運営方針及び保育方針 

イ 各年齢に応じた保育計画についての考え方 

ウ 一日の保育の流れと年間行事計画 

エ 事故発生時の対応について 

オ 地震、台風、火災、不審者等に備えた防災安全管理計画 

カ 施設の安全管理についての考え方 

キ 子どもの健康管理や衛生管理に対する考え方 

ク 延長保育の実施について、その理念と配慮する点及び職員配置等の考え方 

ケ 障害児保育の実施について、その理念と配慮する点及び職員配置等の考え方 

コ 乳児保育の実施について、その理念と配慮する点及び職員配置等の考え方 

サ 地域における子育て支援の考え方 

シ 地域及び関係機関との連携の考え方 

ス 虐待への対応と、その考え方 

セ 保護者とのコミュニケーション及び育児支援の考え方 

ソ 給食・おやつの提供に対する考え方 

タ 園児への食育に対する考え方 

チ 保護者からの意見、要望、苦情等の把握及び対処の考え方 

ツ 職員配置等の考え方 

ⅰ 職員配置及び勤務体制の計画 

a 人材の確保、採用方法 

b 職種別職員配置計画（職員数、資格、経験、雇用形態、賃金体系） 

c 配置予定職員の経歴（園長候補者については必須） 

d 職員の勤務条件（就業規則、給与規程、雇用契約書等） 

ⅱ 職員の育成（研修体制） 

ⅲ 職員の健康管理 

テ 保育園運営にあたって事業者独自の提案について 

ト 運営業務の遂行が困難となったときの履行保証に関する考え方及び具体的対 

応策 

ナ その他の取組み 

ⅰ 個人情報保護に関して講じる措置 

ⅱ 情報公開に関して講じる措置 

ⅲ 省エネルギー、ごみの削減など環境に配慮した取組み方策 

ⅳ 住民からの苦情の受付及び対応 

③ 収支計画書 

令和５年度から令和９年度までの各年度の収支計画書①(様式５－１)を作成し、

５年度分の収支計画書②(様式５－２)に集計してください。 

なお、初年度については、次の事業別に人件費明細を含めた経費の見積書を提出

してください。 

ア 基本保育事業の経費の見積書 
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イ 事業者が独自に提案した事業に係る経費の見積書  

④ 事業者に関する書類（任意様式） 

ア 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

イ 令和３年度の事業計画書及び過去３か年の事業報告書 

ウ 代表者の履歴書 

エ 役員名簿 

オ 職員の構成（保育士については平均年齢、平均勤続年数） 

過去３か年の人員表 

各決算期末の常勤役員数､従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、

アルバイト）。なお、非常勤従業員数は８時間で１人と換算してください。 

カ 現在運営している施設及び事業の概要、貸借対照表及び損益計算書 

キ 現在運営している施設に係る指導・監督官庁の指導検査結果（直近２回分） 

ク 第三者評価結果又は利用者アンケート結果（実施している場合） 

ケ 当該法人の登記事項証明書 

コ 過去３か年の法人税、消費税、地方消費税、法人市町村税の納税証明書 

サ 過去３か年の貸借対照表及び損益計算書 

⑤ 誓約書 

指定管理者募集要領に掲げる応募資格の要件を満たしていること及び提出した

申請書類に虚偽又は不正がないことについての誓約書（様式６） 

⑥ 提出部数 

原本１部、コピー１３部（書類は、Ａ４判 両面印刷 左とじ） 

(３)留意事項 

 ① 重複提案の禁止 

   事業計画書等による提案については、１応募団体につき１提案とします。 

 ② 提案内容の変更等の禁止 

   提案された応募書類の内容を変更又は追加することはできません。 

 ③ 虚偽記載の禁止 

   応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

 ④ 応募書類の取扱い 

市へ提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

    また、事業者ＰＲ用のパンフレット等は、提出書類に必要な事項が記載されてい    

る場合であっても添付しないでください。 

⑤ 著作権の帰属 

応募書類の著作権は､応募団体に帰属します。ただし、指定管理者の候補団体選

定の公表及びその他市長が必要と認める場合には、応募書類の内容を無償で使用で

きるものとします。 

  ⑥ 応募書類の開示に関する取扱い 

応募書類は、開示請求があった場合、原則として公開します。ただし、江南市情

報公開条例（平成１５年条例第２号）第７条第３号の規定に掲げる情報については、

部分的に不開示とします。 

  ⑦ 応募に関する費用負担 

    応募に関して必要となる費用は、応募団体の負担とします。 

  ⑧ 応募の辞退 

応募書類を提出した後に辞退する際には、指定管理者応募辞退届（様式７）を提

出してください。 

 



 - 7 - 

６．経理に関する事項 
(１)保護者から納付される保育所保育料等の取扱い 

    保育園に入園した園児の保護者から納付される主食及び副食に係る料金は指定

管理者の収入とし、保育所保育料、延長保育料は市の収入とします。 

(２)経費の支払い方法 

    会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の四半期ごとに支払います。なお、

支払い時期や支払方法は、古知野西保育園の管理に関する協定書（以下「協定書」

という。）で定めます。 

(３)管理口座 

    指定管理に係る経理は、企業、団体の口座とは別途の独立した専用口座を設定し

て入出金を管理し、会計帳簿等も独立したものを作成することとする。 

       ※専用口座で、古知野西保育園以外に係る入出金は行わないこと。 

(４)指定管理料に含まれるもの 

 ① 人件費（社会保険料、退職給与引当金を含む） 

 ② 事業費（保育に要する経費） 

 ③ 管理費（施設の修繕費、光熱水費などの施設の維持・管理に要する経費） 

   ※修繕費については、指定管理用のうち各年度における修繕費を協定書に明記し、

各年度における修繕費の実績が下回った場合はその差額を不用額として精算

することとする。 

(５)自主事業にかかる費用 

自らの提案による自主事業の実施に必要な経費については、指定管理が負担する

こととする。 

 

７．審査及び選定に関する事項 

保育園の指定管理者の選定にあたっては、選定委員会を設置し、江南市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条に掲げられた基準に基づき、選

定委員会において審査します。審査は総合評価により行い、候補者を第１順位から

第３順位まで選定します。 
(１)審査基準 

    江南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条に掲げられ

た次の基準に基づき審査します。 

  ① 事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるもの

であること。 

  ② 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させ

るとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

  ③ 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

(２)審査手順 

 ① 応募書類の確認 

   応募者からの提出資料について、市が事前に確認をします。 

 ② 審査方法 

   選定委員会による書類審査、プレゼンテーション及び保育実施施設現地調査を実

施し、優先候補者を選定します。なお、応募者多数の場合は１次審査として書類審

査のみ行い、上位４団体程度に対して２次審査としてプレゼンテーション、保育実

施施設現地調査を実施します。 
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 ③ プレゼンテーション 

ア 日 時：令和３年 月（予定） 

イ 場 所：江南市役所  

ウ 出席者：事業所の代表者及び施設長（園長）予定者 

※別途、詳細は通知します。 

  エ 審査結果の通知 

    選定の結果は、全ての応募団体に対して文書にて郵送で通知します。 

(３)協定に関する事項 

 ① 基本的な考え方 

指定管理者選定後、優先候補者と協議を行い、協議内容の合意後、議会の議決を

経て、優先候補者を指定管理者として決定し、協定を締結する予定です。 

なお、協定書の発効は、令和４年４月１日とします。 

また、第１順位の優先候補者との協議が成立しない場合は、第２順位、第３順位

の候補者と順次協議を行います。 

  ② 指定管理者の指定 

    優先候補者の選定後、協定の締結に向けた協議を行い、地方自治法の規定に基づ

き、市議会に優先候補者を指定管理者とする議案を付議し、その議決を受け、指定

管理者として指定することになります。 

    ただし、市議会の議決を経るまで及び議決後から協定書発効までの間に指定管理

者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定しない場

合があります。 

    この場合において、優先候補者が本件に関して支出した費用については、市は一

切補償しません。また、市議会の議決が得られなかった場合も同様とします。 

  ③ 協定内容 

   ア 管理運営業務の実施方法に関する事項 

   イ 財産の管理に関する事項 

   ウ 指定管理期間等に関する事項 

   エ 年度協定に関する事項 

   オ 管理運営業務の範囲に関する事項 

（ａ）市が行う業務の範囲 

（ｂ）業務範囲の変更 

（ｃ）業務範囲外の業務 

   カ 管理運営業務の再委託に関する事項 

   キ 開業準備に関する事項 

   ク 緊急時・災害時の対応に関する事項 

   ケ 守秘義務に関する事項 

   コ 個人情報の保護に関する事項 

   サ 第三者評価に関する事項 

   シ 事業計画書に関する事項 

   ス 事業報告書等に関する事項 

   セ 管理運営業務の調査等に関する事項 

   ソ 管理運営業務の改善勧告に関する事項 

   タ 指定管理料の支払いに関する事項 

   チ 損害賠償に関する事項 

   ツ 第三者への賠償に関する事項 

   テ 不可抗力による費用負担に関する事項 
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   ト 指定の取消し等に関する事項 

   ナ 指定管理者の引継ぎに関する事項 

   ニ 協力、権利・義務の譲渡の禁止に関する事項 

   ヌ 管轄裁判所に関する事項 

   ネ 協定の変更に関する事項 

   ノ 疑義についての協議に関する事項 

   

８．事業報告に関する事項 
(１)四半期総括書の提出 

    指定管理者は、毎四半期終了後に過去３か月間の業務内容を総括した四半期総括

書を作成し、市長に提出すること。 

(２)事業報告書の提出について 

会計年度終了後、１か月以内に決算後の事業報告書を作成し、市長へ提出するこ 

と。 

(３)利用者アンケート及び自己評価の実施 

    指定管理者は、利用者アンケートを適宜実施し、その結果を市長に報告すること。

また、毎年度終了後、業務仕様書の業務内容について市が定める基準により自己評

価を行い、市長に提出すること。 

(４)第三者評価結果の提出について 

毎年度、市が指定する事業者が行う第三者評価を受け、その結果を事業報告書に

添えて提出すること。 

(５)事業内容の調査 

    市長が事業内容を調査する必要があると認めた場合、立ち入り調査を行います。 

(６)業務の内容を満たしていない場合の措置 

事業報告の審議や第三者評価の結果、指定管理者の業務が業務仕様書に規定した

内容を満たしておらず、指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと

市が判断した場合、指定管理者に対して是正勧告を行います。その後、改善が見ら

れないときは、その指定を取り消すことがあります。 

 

９．関係法規の遵守 
指定管理者は業務を遂行する上で、次に掲げる法令等の規定を遵守しなければ 

ならない｡なお指定期間中に各項目に規定する法令等に改正があった場合は、改正さ

れた内容によるものとする。 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、そ

の他施設若しくは設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

 江南市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年規則第７号） 

 江南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第

２号） 
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 江南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７

年規則第３号） 

 江南市立保育所設置条例（昭和３９年条例第４号） 

 江南市立保育所の管理及び運営に関する規則（昭和５１年規則第７号） 

 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第１５号） 

 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の決定等及び

保育所保育料の徴収に関する規則（令和元年規則第４３号） 

 江南市個人情報保護条例（平成１５年条例第１号） 

 江南市個人情報保護条例施行規則（平成 1５年規則第１号） 

 江南市情報公開条例（平成 1５年条例第２号） 

 江南市情報公開条例施行規則（平成１５年規則第３号） 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号） 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛知県条例

第６８号） 

 保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号） 

 その他保育に関連する法令、厚生労働省通知等及び条例など 

 

１０．引継ぎに関する事項 
(１)指定期間の開始または満了時 

  ① 新たに指定管理者に指定された団体は、本施設の管理運営委業務を円滑かつ支障

なく遂行できるよう、令和４年度中に市及び現指定管理者から業務の引継ぎを受け

ます。また、指定期間満了時も、次の管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営

を遂行できるよう、期間を設けて引継ぎを行います。 

  ② 引継ぎを行う際には、次の事項について配慮すること。 

ア ６か月以上の引継ぎ期間を設けること。 

イ 保護者への十分な説明を行うこと。 

 ※いずれの場合も、引継ぎに要する経費について、市は負担しません。 

 (２)事業の継続が困難となった場合の措置 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、保育園の管理運営の継続が困難になっ

た場合は、市長は江南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第９

条の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命ずる場合があります。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠

償するものとします。 

なお、指定管理者は、次の管理者が円滑かつ支障なく、保育園の管理運営を遂行

できるよう、引継ぎを行うこと。 

② 当事者の責めに帰さない事由による場合 

天災、自然災害、不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰さない事由によ

り、保育園の管理運営の継続が困難になった場合は、市と指定管理者は指定管理の

継続の可否について協議するものとします。一定期間の協議において双方の合意が

得られない場合は、それぞれ事前に書面で通知することにより協定を解除すること

ができるものとします。 

なお、指定管理者は次の管理者が円滑かつ支障なく、保育園の管理運営を遂行で

きるよう、引継ぎを行うこと。 
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１１．業務の委託等 
   指定管理者は、事業の全部を第三者に委託し、または請け負わせることはできませ

ん。ただし、指定管理者が自ら行うことのできない一部の特殊な業務については、市

長の承認を得たうえで専門の事業者に委託することはできます。 

 

１２．その他 
(１)指定管理者は、保育園の管理、運営の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき

事由により市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。 

(２)協定書の解釈に疑義が生じた場合、又は協定書に定めのない事項が生じた場合は、

市と指定管理者は誠意を持って協議するものとする。 

(３)指定管理者が行う管理、運営に関し、市と指定管理者とのリスク分担については、

別紙業務仕様書「リスク分担表」によるものとし、リスク分担表に定めのない事項

については、市と指定管理者とが協議して決定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【募集に関する問い合わせ先】 

〒483-8701  愛知県江南市赤童子町大堀９０番地 

     江南市役所 こども未来部 保育課 保育管理グループ 

電話  ０５８７－５４－１１１１(内線 ２４０) 

ＦＡＸ ０５８７－５６－５５１５ 

メール  jido@city.konan.lg.jp 
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